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－総括1－ 

 
新規事業及び重要事業総括表 

 
 
 
Ⅰ 総 額 
 
 【一般会計】 

区分 平成２７年度 平成２６年度 伸び率 

予算総額 １９７，０５９，３４１千円 ２０６,７７１,０８０千円 △4.7％ 

一般会計構成比        １０．８ ％       １２．０ ％ － 
 
  【母子父子寡婦福祉資金特別会計】 

予算総額 １，２７８，５９２千円 １，１６０，６４１千円   10.2％ 
 
 
Ⅱ 主な新規事業及び重要施策                      （単位 千円） 
 
 １ 子育ての安心 

  Ｐ １ 一部新規 保育所待機児童対策の推進【少子政策課】        ８，２０１，９８８ 

  Ｐ ２ 一部新規 保育士の人材確保に向けた総合的取組の推進【少子政策課】  １１２，８９９ 

  Ｐ ３ 新規 ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポート事業【少子政策課】        ５，９５６ 

  Ｐ ４    放課後児童クラブの充実【少子政策課】        ３，０７５，９０７ 

   Ｐ  ５      児童虐待防止対策の充実【こども安全課】          １８６，２６３ 

    Ｐ  ６ 新規 児童養護施設退所児童 希望の家事業【こども安全課】           ８，５００ 

  ＜※平成２６年度２月補正予算＞ 

    Ｐ  ７ 新規 国の経済対策を活用した出産・子育ての応援【少子政策課】   ２４７，４２１ 

                                           

  ２ 健康・介護の安心 

  Ｐ ８  一部新規 介護人材の確保・定着促進【高齢介護課】          １９８，２２４ 

                     【社会福祉課】          

  Ｐ ９ 新規 地域包括ケアシステムの構築促進【高齢介護課】              ７，４７８ 

  Ｐ１０     特別養護老人ホーム等の整備促進【高齢介護課】       ３，１３６，６６０ 

  Ｐ１１ 一部新規 市町村介護保険財政支援【高齢介護課】          ６０，０７７，４３５ 

                                      

  ３ 障害者の自立・生活支援 

  Ｐ１２ 一部新規 発達障害児・者への支援 【福祉政策課】            ５７２，５２８ 

   Ｐ１４ 新規 ２０２０東京パラリンピックに向けた選手育成の強化【障害者福祉推進課】 

                                         ７，０００ 



－総括2－ 

  Ｐ１５ 新規 障害のある人もない人も共に生きる社会づくりの推進【障害者福祉推進課】 

                                          ２，５６６ 

  Ｐ１６ 新規 在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業【障害者支援課】 

                                                                             ５６，２６２ 

   Ｐ１７    障害者農業参入チャレンジ事業【障害者支援課】           ２８，９４４ 

  Ｐ１８    障害児(者)福祉施設等の整備促進【障害者支援課】        １，２７６，５４８ 

           

  ４ 生活保護受給者等への支援 

  Ｐ１９ 一部新規 生活保護受給者と生活困窮者に対する切れ目のない支援【社会福祉課】 

                                      ３１６，１１９ 

  Ｐ２１ 新規 生活保護受給高齢者自立支援事業【社会福祉課】        ５３，２２９ 

 

 ＜参考＞ 福祉３プランの推進 

  Ｐ２２  一部新規 埼玉県子育て応援行動計画の推進【少子政策課】     １５，９３９，３５９ 

                        【こども安全課】 

  Ｐ２５ 一部新規 埼玉県高齢者支援計画の推進【高齢介護課】      ６８，６４５，００２ 

                      【社会福祉課】 

                      【障害者福祉推進課】 

   Ｐ２８  一部新規  埼玉県障害者支援計画の推進【障害者福祉推進課】   ２５，４９７，００２ 

                                            【障害者支援課】 

                                           【社会福祉課】 

                      【福祉政策課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一部新規 
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保育所待機児童対策の推進 

 

担当 少子政策課 保 育 施 設 担 当 内線３３２８ 

         保育運営・幼保連携担当 内線３３３０ 

１ 目  的 

  【保育サービス受入枠の拡大】 

  保育所の待機児童を解消するため、認可保育所の整備のほか、企業や幼稚園と

連携するなど多様な保育サービスの整備を進め、６，０００人分の受入枠の拡大

を図る。 

 

２ 予 算 額     ８，２０１，９８８千円 

 

３ 事業概要 

保育サービス受入枠拡大に向けた取組 

 

 

H27当初 H26当初

認可保育所、認定
こども園の整備

安心こども基金(又は交付金）による保育
所、認定こども園の整備等

5,546,274 4,996 3,802

幼稚園との連携 幼稚園における保育の促進等 1,793,003 70 765

企業との連携 企業内保育所の促進 (131,191) 266 187

[新]地域型保育事業の実施 522,381 199 -

家庭保育室等の運営支援 340,330 469 746

合計 8,201,988 6,000 5,500

※（　　）は他部局予算。

※　保育所、認定こども園の整備の一部は、国から市町村へ直接交付される交付金・補助金を財源とする

　　事業に変更となっており、県としての予算額は計上していないが受入枠としては算入している。

施策名 内容 予算額
受入枠

低年齢児保育
の促進

 



一部新規 

- 2 - 

 
保育士の人材確保に向けた総合的取組の推進 

 
                                     担当 少子政策課 保育運営・幼保連携担当 
                       内線 ３３３４            
 
１ 目  的 

 【保育士の人材確保】 

保育所の待機児童対策のために保育所整備を進めている中、保育士の確保が課題とな

っている。保育士の確保に向けて、潜在保育士の再就職支援や保育士試験合格者及び保

育士養成校の学生に対する県内保育所への就職支援を行う。 

 

２ 予 算 額       １１２，８９９千円 

 

３ 事業概要 

（１）埼玉がいいね！保育士就職応援事業（新規）        ２１，５２３千円  

   保育士資格取得者の県内保育所への就職を促進するため、保育士試験合格者に対し

て、保育士試験講座費用や保育士試験受験料の経費を助成するとともに、保育士養成

校への県内保育所ＰＲや、グループでの県内保育所見学会を開催する。 

 

（２）潜在保育士活用事業                    ９，８００千円 

   潜在保育士を対象とする再就職に向けたセミナーの開催、管理者向けの人材マネジ

メントセミナーの開催等により、潜在保育士の再就職を支援する。 

 

（３）保育士・保育所支援センターの運営等         ６３，６９２千円 

潜在保育士の就職相談や就職あっせん等を行う「保育士・保育所支援センター」を

運営するとともに、保育士資格を取得するための費用の助成、現役保育士を対象とし

た保育の質の向上のための研修等を実施する。 

 

（４）保育体制の強化                   １２，１５０千円 

 地域住民や子育て経験者などの多様な人材を、散歩の付き添いや給食のあとかたづ

けなど保育の周辺業務に活用する費用を助成する。 

   

（５）新規参入施設への巡回支援の実施              ５，７３４千円 

小規模保育事業等への新規参入事業者に対し、各市町村において公立保育所のＯＢ 

等を活用した巡回支援を行うための経費を助成する。 



  新 規 
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ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポート事業  

 
担当 少子政策課 総務・子育てムーブメント担当 

 内線 ３３４３             
 
１ 目  的 

  【結婚を希望する未婚者に出会いの機会を提供】 

  本県においても未婚化・晩婚化が進行している。未婚者が独身にとどまる理由の一つ

に「適当な相手にめぐり会わないこと」があるため、新たに民間事業者や市町村等と連

携して結婚を希望する未婚者に出会いの機会を提供する。 
 
２ 予 算 額     ５，９５６千円 

 
３ 事業概要 

（１）ＳＡＩＴＡＭＡ婚活コミッション事業             ５，３１６千円 

   民間事業者等が県内の地域資源を活用して実施する婚活イベントに対し、県が後援

や開催経費の一部の補助を行う。 
 
（２）結婚支援ネットワーク事業                    ６４０千円 

   県内の結婚支援事業を実施している市町村などの公的団体等をネットワーク化し、

支援事業の質の向上や事業の共同実施等を促進する。 
 
 
 
 
 

後援・経費の

一部を補助 
 

民間事業者等（イベントの企画・運営） 

県（関係機関との調整、広報） 

 企画提案 連携  
県 

社会福祉協議会 

商工団体等 

市町村 ネットワーク 

・イベントや結婚相談事業の共同実施 
・情報交換会や研修会等の開催 

結婚を希望する未婚者を支援 

県の信用力を活用し、 
出会いの機会を提供 

SAITAMA 婚活コミッション事業 結婚支援ネットワーク事業 
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放課後児童クラブの充実 

 
                                            担当 少子政策課 子育て環境整備担当 
                      内線 ３３２９            
 
１ 目  的 

  【放課後児童クラブの充実】 

 共働き等で、昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、遊びや生活

指導を行う「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、利用児童の

増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

２ 予 算 額     ３，０７５，９０７千円 

 

３ 事業概要 

（１）放課後児童クラブ等運営費の補助     ２，６６５，１５０千円 

放課後児童クラブの利用児童数、開所日数及び運営形態に応じた運営費の補助を

行う。 

対象クラブ数  １，２７３か所 

負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３ 

 

（２）放課後児童クラブの整備促進     ４１０，７５７千円 

    利用児童の増加に対応するとともに、児童の安全・情緒の安定の観点から、児童

数７１人以上の大規模クラブから適正規模への移行促進等を図るため、新設整備や

既存施設の改修整備などを進める。 

 また、障害児を受け入れるために必要な改修等の経費を助成する。 

 対象クラブ数  

施設整備費（新設整備費）                 ４８か所 

   設置促進事業費（改修整備費）               １４か所 

   環境改善事業費（既存施設等の設備整備費）         ４２か所 

   障害児受入促進事業費（障害児受入れに必要な設備整備費）   ５か所 

 負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３ 
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児童虐待防止対策の充実  

 
    担当 こども安全課 総務･児童相談担当  

内線 ３３３５             
 
１ 目 的 

 【児童虐待防止対策の推進】 

    児童虐待に関する研修の実施などにより、市町村の体制を強化するとともに、児童相

談所の機能を強化し虐待通告への適切な対応を行う。 
 
２ 予 算 額     １８６，２６３千円 

 

３  事業概要 

（１）市町村における相談体制強化                 ９，７５８千円 

 ア 虐待相談の中核となるケースワーカーの養成 

イ 相談援助技術向上のための支援 

   

（２）児童相談所における相談機能強化              ９８，４８０千円 

ア 警察官ОＢ職員の配置 

イ 虐待相談対応職員の配置 

 

（３）児童虐待ケア対策の強化                  ７８，０２５千円 

ア 児童虐待防止啓発事業の展開 

イ 児童相談所と一時保護所への心理職員の配置 

ウ 一時保護所学習指導員の配置 



新 規 
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児童養護施設退所児童 希望の家事業  

 
    担当 こども安全課 養護担当  

内線 ３３３１        
 

１ 目  的 

  【児童養護施設退所者へのアフターケア】 

 児童養護施設を退所する児童に対し、進学のチャンスを広げるため、大学等への進学

者に低額で住宅を提供するとともに、修学の継続と自立を支援するための生活相談を実

施する。 

 
２ 予 算 額     ８，５００千円 

 

３ 事業概要 

 
（１）学生寮を低額で提供 

ア 一戸建てなどを借上げ、住居を提供 

 イ 共同生活で社会からの孤立を予防 

  

（２）マンツーマンのサポート 

ア 生活支援員が進学から就職、卒業後の単身生活まで一貫支援 

 

（３）後輩の希望の星に 

ア 大学生等が各施設を訪問して、後輩のロールモデルに 

イ 頑張る姿を社会に向けて発信 
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国の経済対策を活用した出産・子育ての応援  

 
        担当 少子政策 課   保育運営・幼保連携担 当  内線 ３３３０ 

                  総務・子育てムーブメント担当 内線 ３３４３ 

                  子 育 て 環 境 整 備 担 当  内線 ３３２２ 

                           

          
 
１ 目    的 

  【出産・子育ての応援】 

  地方創生等の実現を図るため、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、出

産・子育てを支援する。 
 
 
２ 予 算 額     ２４７，４２１千円 （平成２６年度２月補正予算対応） 

 
 
３ 事業概要 

（１）多子世帯保育料軽減事業               ２２１，４２１千円 

   多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降の児

童（満３歳未満）の保育料を助成する。 

 
 
（２）少子化対策に関する県民意識調査事業         ２０，０００千円 

   本県の実情に応じた効果的な少子化対策施策の企画立案に役立てるため、少子化対

策、結婚及び子育て等に関する県民意識調査を実施する。 
 
 
（３）訪問型子育て支援ボランティア普及促進事業       ６，０００千円 

   孤立しがちな子育て家庭を地域が支え、児童虐待の予防や子育て家庭の不安感・負

担感の軽減を図るため、未就学児がいる家庭をボランティアが訪問する家庭訪問型子

育て支援の取組の立ち上げを支援する。 
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介護人材の確保・定着促進  

 
          担当 高齢介護課   介  護  人  材  担  当 内線 ３２４３ 

                 社会福祉課 施設指導・福祉人材担当  内線 ３２２５ 
 

１ 目  的 

  【各種サポートによる介護人材の確保・定着】 

  介護人材の確保・定着を図るため、介護事業所への就労支援や潜在介護職員の復職支 

 援、介護福祉士養成施設在学者への修学資金の貸付、介護職員の資格取得及び休暇取得 

 の支援を行うとともに介護職のイメージアップにつながる取組を行う。 

 

２ 予 算 額    １９８，２２４千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護人材確保促進事業（新規）                          ９，０００千円 

   介護職員初任者研修修了後、３か月以内に県内介護事業所に就職した者に研修受  

  講費の一部を補助する。(就職者数３００人） 

  ※平成２６年度２月補正予算対応 

   介護職員の雇用促進                                       ２６１，５００千円 

    介護の資格がない者を４か月雇用し、介護職員初任者資格を取得させた事業者に 

    雇用に係る経費等を補助する。 
 

（２）潜在介護職員復職支援事業（新規）              ７，３７８千円 

   結婚や出産等により離職した者の福祉人材センターへの登録を推進するとともに、 

  復職前研修の実施及び就職先とのマッチングにより復職を支援する。 

（３）福祉・介護人材育成促進事業（新規）            １４３，６７８千円 
      介護福祉士養成施設在学者で、将来、県内の社会福祉施設等へ就職を希望する者に 

    対し、修学資金を貸与する。 

（４）介護の魅力ＰＲ等推進事業      １４，８２８千円 

   介護の魅力をＰＲするため若手介護職員を中心とした介護の魅力ＰＲ隊による大 

  学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

（５）介護職員永年勤続表彰事業（新規）                 ６５８千円 

   永年勤続の介護職員（勤続２０年及び１０年）を表彰する。 

（６）介護職員資格取得支援事業                  １９，１３９千円 

   介護現場で働く介護福祉士国家試験合格者に係る講習会受講料の一部を事業所に補 

    助する。（合格見込者数６００人） 

（７）介護人材バンク事業                           ３，５４３千円 

   家族の看病や介護などの際に必要に応じて代替の職員を紹介することにより、介護 

    職員の休暇取得を支援する。 
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地域包括ケアシステムの構築促進  

 
担当 高齢介護課 地域包括ケア担当  
内線 ３２５６   

１ 目  的 
  【市町村における地域包括ケアシステムの構築促進】 
  団塊の世代が７５歳になる平成３７年までに地域ごとの包括的なサービス提供体制を

構築するため、市町村が新たに取り組むことになった３つの地域支援事業について確実
に実施できるよう支援する。 

 
２ 予 算 額     ７，４７８千円 
 
３ 事業概要 
（１）生活支援体制整備の推進 
   ボランティア等の生活支援の担い手の発掘や生活支援サービス提供団体のネットワ

ーク化に取り組むため市町村に配置する「生活支援コーディネーター」の養成研修及
びフォローアップ研修を実施する。 

（２）在宅医療・介護連携の推進                   
 在宅医療と介護の両方のニーズを有する高齢者を支援する体制づくりを進めるた
め、市町村職員向け研修の実施や市町村と郡市医師会等の調整を行う。 

（３）認知症総合支援の推進 
 初期の段階で医療と連携して認知症の人とその家族を支援する「認知症初期集中支
援チーム」の設置等を進めるため、市町村職員向け研修の実施や市町村と郡市医師会
等との調整を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活支援体制整備

地域包括ケアシステムの構築促進

地域包括ケアシステムを構築していくために市町村が取り組む以下３事業をバックアップ
・生活支援体制整備事業／在宅医療・介護連携推進事業／認知症総合支援事業

介護保険法改正による地域支援事業の充実

平成29年度末までに
全市町村で実施

在宅医療・介護連携 認知症総合支援
市
町
村

県

国

民間 NPO

社協
ボラン

ティア

生活支援コーディネーター
の配置

地域資源
の開発

協
議
体

市町村内の
ネットワーク構築

・コーディネーター養成
研修の実施(県内4か所)

・フォローアップ研修
(ネットワーク構築・ス
キルアップ・情報交換)

コーディネーター養成研修のカリ
キュラム・テキストの開発など

不足
資源

市

町

市
郡市

医師会

30団体

在宅医療と介護の連携
体制を構築(相談窓口の設
置､会議など８項目実施)

・｢連携の進め方｣研修の
実施

・協議の場をコーディネート
・県医師会との調整

●認知症地域支援推進員

・先進事例を紹介する研修
・協議の場をコーディネート
・認知症サポート医研修
・県医師会との調整

●認知症ケア向上推進事業

初期集中支援チーム研修､地域支援推進員
研修､ケア向上研修カリキュラム開発など

認知症サポート医

医療＋介護
(保健師、介護福祉士など)

保健師・看護師等
関係者の連携構築、専門相談

事業実施の手引書の作成など

上記３項目を実施

事業立ち上げに向けて市町村ごとの個別支援／圏域ごとの情報交換会の実施

委託

契約

地域ケア会議

介
護
予
防

介
護
サ
ー
ビ
ス

の
充
実

地域包括ケアシステム

●認知症初期集中支援チーム

 



- 10 - 

 
特別養護老人ホーム等の整備促進 

 

           担当 高齢介護課 施設整備担当 

           内線 ３２６０          

 

１ 目  的 

  【特別養護老人ホームの整備促進による介護基盤の充実】 
  特別養護老人ホームの整備等に要する費用の一部を補助することにより、特別養護老
人ホームの整備等を促進し、介護基盤の充実を図る。 

 
２ 予 算 額     ３，１３６，６６０千円 
 

３ 事業概要 
（１）特別養護老人ホーム等の整備                   ３，０８６，６６０千円 
    特別養護老人ホームの創設及び増床を促進するため、整備を行う社会福祉法人に

対し整備費を補助する。 
    平成２７年度は、１８施設１，４６２人分が完成する予定。 

・補助基準 
  施設整備費（創設3,000千円／人、増床2,160千円／人） 
  設備整備費（補助率1/2（上限25,000千円／施設）） 

 

      
 
 

 
（２）老朽化施設の居室環境等改善                             ５０，０００千円 
       老朽化した特別養護老人ホームの居室環境等を改善するため、大規模修繕を行う

社会福祉法人に対して整備費を補助する。 
    ・大規模修繕 １施設  

・補助基準 
   施設整備費（大規模修繕1,000千円／人、補助率1/2）   

 

22,176人分 
23,478人分 

25,060人分 
26,328人分 

29,409人分 
30,871人分 

Ｈ２２年度 
（実績） 

Ｈ２３年度 
（実績） 

Ｈ２４年度 
（実績） 

Ｈ２５年度 
（実績） 

Ｈ２６年度 
（見込み） 

Ｈ２７年度 
（予算） 

８，６９５人分を整備 

 【特別養護老人ホームの整備見込】  

※ 政令市・中核市・自費整備分を含む。 
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市町村介護保険財政支援  

 
担当 高齢介護課 介護保険担当 
内線 ３２５８ 

 

１ 目  的 

  【介護保険の円滑な制度運営】 

  市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の所定割合を負担するととも

に、介護保険財政の安定化を図るため、基金を管理し、資金の交付・貸付事業を行う。 

  また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減を行う。 

 

２ 予 算 額     ６０，０７７，４３５千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護給付費負担金                             ５７，７０９，４１２千円  

（２）地域支援事業交付金                    １，８０７，８２０千円 

（３）介護保険財政安定化基金事業                       ３７４，２０１千円 

（４）低所得者保険料軽減負担金（新規）            １８６，００２千円 
 
 

(4)低所得者保険料軽減負担金 186,002千円 

   ６５歳以上の低所得者の保険料に、公費を投入して負担軽減を行う。 
             
 

  
 ６５歳以上の保険料  
   年金からの特別徴収  

普通徴収 ① 
 
② 

  

 ４０歳から６４歳までの保険料 

   (医療保険料と併せて支払う) 

 

 国 

     施設等給付費     ２０％ 

     その他の給付費   ２５％ 

       （うち５％は調整交付金） 

 

 埼玉県  

    施設等給付費     １７．５％ 

    その他の給付費   １２．５％ 

 

 
 市町村           １２．５％  
 

 

 

(3)介護保険財政安定化基金    

事業 

ア 積立金：   74,201千円 
 (ｱ)貸付償還金  
             61,734千円 

  ①②による貸付の償還金  
 (ｲ)基金運用益 

        12,467千円 
イ 貸付金   300,000千円 

(1)介護給付費負担金 
   県は、介護給付に要する 
費用のうち 

  施設等給付費：17.5% 
  その他給付費：12.5% 
 を負担する。     
      57,709,412千円 

介護給付費 

22% 

28% 

50% 

①保険料未納 ②給付費増 
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発達障害児・者への支援 

 
                      担当 福祉政策課 発達障害対策担当 
                      内線 ３５６７ 
 

１ 目  的 

  【生涯を通じた発達障害児・者支援の推進】 

発達障害児・者が乳幼児期から成人期まで生涯を通じて適切な支援を受けられるよう

に、専門的な知識を持つ人材の育成、親への支援、診療・療育体制の強化、就労の支援

を推進する。 
 
２ 予算総額     ５７２，５２８千円 

 

３ 事業概要 

（１）人材の育成                          ３６，４３７千円 

  ア 市町村 

   ・「発達支援マネージャー」の育成 

     全市町村に、発達障害の知識を有し支援の中心となる人材を育成 

  イ 保育所、幼稚園、地域子育て支援センター 

   ・「発達支援サポーター」の育成 

     全ての保育所、幼稚園、地域子育て支援センターを対象に、発達障害の知識を

有し早期発見ができる人材を育成 

 ウ 小学校 

   ・「幼保から小学校へ支援をつなぐ特別支援教育研修」の実施 

     全ての公私立小学校を対象に校長等管理職研修を実施。また、幼保と合同で、 

    特別支援教育コーディネーター等の中核的人材や１～３年生学級担任を対象とし 

    た研修を実施 

 エ 医療・療育の専門職 

  ・医師及び看護師に対する研修 

  ・療育を担うセラピスト（作業療法士等）に対する研修 

  ・保健師及び障害児通所施設の職員に対する研修 

 

（２）親への支援                          ５２，４３３千円 

  ア 保育所、幼稚園、地域子育て支援センター、障害児通所施設への巡回支援 

     作業療法士等の療育の専門職が巡回し、施設職員への助言や保護者への育児相

談等を実施 
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  イ 親のストレスを解消する子育て応援講座の実施 

  ウ ペアレントメンターによる相談の実施 

     発達障害の子供を持つ親が自らの子育て経験を生かし、相談・助言を実施 

 

（３）診療・療育体制の強化                    １３２，９５６千円 

  ア 中核発達支援センターの運営（３か所） 

     医療型障害児入所施設に医師・作業療法士等の専門職を配置し、診療と療育を 

    一貫して実施 

  イ 発達障害地域療育センターの設置（６か所）（新規） 

     児童発達支援センター等に作業療法士等の専門職を配置し、身近な地域の療育 

    体制を拡充 

 

（４）就労の支援                          ８７，７４６千円 

  ア 発達障害者就労支援センターの設置（３か所） 

     発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、作業体験を 

    通じた職業能力の評価、職場で必要なコミュニケーション能力やビジネスマナー 

    を習得する訓練、企業とのマッチング、職場での定着までをワンストップで支援 

 

（５）支援推進拠点の整備・運営                   ２６２，９５６千円 

  ア 発達障害支援総合推進センター（仮称）の開設準備 

     県立小児医療センターの診療体制の拡充に併せて、本県の発達障害児・者支援 

    を総合的に推進する拠点を整備（平成２８年度開設予定） 

  イ 発達障害者支援センター「まほろば」の運営 

 

 

＜参考＞ 

【発達障害とは】 

 先天的な脳機能障害であって、以下のような障害がある。 

 ・自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害（例：対人関係が困難等） 

 ・学習障害（例：「読む」「書く」「計算する」等のいずれかが著しく困難） 

 ・注意欠陥多動性障害（例：「不注意」「多動・多弁」「衝動的な行動」） 
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２０２０東京パラリンピックに向けた選手育成の強化 

 
                                 担当 障害者福祉推進課 社会参加推進担当 
                        内線 ３５６９ 
 
 
１ 目  的 

  【東京パラリンピックで活躍できる選手の育成】 

 ２０２０年に開催される東京パラリンピックにおいて、世界に大きくはばたく選手を

本県から輩出できるよう、才能ある若手選手の育成を重点的に実施する。 

 

 

２ 予 算 額     ７，０００千円 

 

 

３ 事業概要 

（１）若手選手の選抜 

   パラリンピックを目指す選手を集めた選考会、記録会の開催（陸上、卓球、水泳、 

  アーチェリー） 

  

（２）有望選手の競技力ＵＰ 

ア 強化練習会、強化合宿の開催 

  選考会、記録会の出場者の中で東京パラリンピックでの活躍が期待できる選手を 

 対象に、強化練習会、強化合宿を定期的に行うことで競技力の向上を図る。 

 

イ 世界大会・海外遠征に行く際の費用助成 

  パラリンピック出場に必要な世界大会での経験を積むため、有望選手に対して渡 

 航費用等の助成を行う。 

 

ウ 県総合リハビリテーションセンターによる医科学支援 

  体力測定、コンディショニング、筋力トレーニング、栄養指導などを行う。 
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障害のある人もない人も共に生きる社会づくりの推進 

 

                  担当 障害者福祉推進課 障害者計画・団体担当 
                  内線 ３２９４       
 

１ 目  的 

【障害者差別の解消の推進】 

  平成２８年４月の障害者差別解消法施行を前に、障害や障害者に対する理解を促進す  

 るため、啓発や研修会を行うとともに、手帳の体裁を統一化し、県として合理的配慮を  

 提供する。 

 
 

２ 予 算 額     ２，５６６千円 

 

 

３ 事業概要 

（１）障害者差別解消法の施行周知及び啓発の実施        

   障害者差別解消法の施行や障害者への合理的配慮を周知するためのポスターやチラ  

  シを作成する。 

 

（２）研修会の開催                         

 車いすの方の入店拒否などの差別の事例研究や簡単な手話について市町村職員や民  

間企業向けの研修会を行う。 

 

（３）手帳システムの改修                         

三障害（身体・知的・精神）の手帳体裁を統一するため手帳発行システムを改修す

る。 
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在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 

 

担当 障害者支援課 地域生活支援担当 

内線 ３３１７           

 

１ 目  的 

【在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア】 

医療的ケアを必要とする超重症心身障害児を在宅で介護する家族の精神的・身

体的負担を軽減するため、対象児をショートステイ及びデイサービスで受け入れ

た施設等を支援する。 

 

２ 予 算 額     ５６，２６２千円 

 

３ 事業概要 

（１）ショートステイ促進事業              ３３，８２０千円 

医療的ケアが必要な在宅の超重症心身障害児をショートステイで受け入れた

施設等に対して補助を行う。 

・補助対象施設 医療機関、医療型障害児入所施設（重症心身障害児施設） 

・補助基準額  ２０，０００円／日 

・負 担 区 分  県１／２、市町村１／２ 

 

（２）デイサービス促進事業               １７，６００千円 

医療的ケアが必要な在宅の超重症心身障害児をデイサービスで受け入れた施

設等に対して補助を行う。 

・補助対象施設 訪問看護ステーション等（医療的ケアが可能な施設等） 

・補助基準額  ２０，０００円／日 

・負 担 区 分  県１／２、市町村１／２ 

 

（３）デイサービス設備整備                １，０５０千円 

新たに対象児をデイサービスで受け入れる施設等に専用ベッドの設備がない

場合、その購入経費の一部の補助を行う。 

・補助基準額  ３００，０００円 

・負 担 区 分  県１／２、事業者１／２ 

 

（４）看護職員研修                    ３，７９２千円 

新たに対象児の受け入れを始めるショートステイ及びデイサービスの施設等

の看護職員に対し、超重症心身障害児の受入実績のある施設等へ委託して研修

を行う。 
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障害者農業参入チャレンジ事業 

                        担当 障害者支援課 就労支援担当 

                        内線 ３５５６ 

 

１ 目   的 

  【障害者の工賃向上の支援】 

  障害者就労施設が、あらかじめ販売先が確保され、安定した需要のある玉ねぎの生産

を行うことで、継続・安定した売上げを確保し、障害者の工賃向上を図る。 

   

２ 予 算 額     ２８，９４４千円 

      

３ 事業概要 

  県は、民間事業者に障害者就労施設への農業技術指導を委託し、あわせて、玉ねぎの

販売先企業等との調整を行い、販売先を確保する。 

  障害者就労施設は、農業技術指導を受けて、玉ねぎを生産・出荷する。 
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障害児（者）福祉施設等の整備促進 

 

担当 障害者支援課 施設整備・法人指導担当 

内線 ３３１３ 

 

１ 目 的 

  【障害者の地域生活の支援】 

  障害児（者）の生活の場であるグループホームや通所事業所等の整備費を社 

  会福祉法人等に助成し、障害者の地域生活を支援する。 

 

２ 予 算 額     １，２７６，５４８千円 

 

３ 事業概要 

（１）グループホーム等の創設             １９１，２８３千円 

   社会福祉法人等が設置するグループホームの創設等に係る建設費を助成

する。 

     ・補助施設数 グループホーム４か所 

          放課後等デイサービス事業所２か所 

 

（２）通所事業所の創設                 ９５３，６４０千円 

   社会福祉法人等が設置する通所事業所の創設に係る建設費を助成する。 

   ・補助施設数 ８か所 

 

（３）グループホーム等のスプリンクラー整備       １３１，６２５千円 

   既存の障害者グループホーム等が新たにスプリンクラーを設置する場合

に、その費用の一部を助成する。 

     ・補助施設数 ３９か所  
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生活保護受給者と生活困窮者に対する切れ目のない支援  

 
担当 社会福祉課 生活困窮者支援担当  

                  内線 ３２７１            

 

１ 目  的 

  【生活保護受給者と生活困窮者の自立支援】 

生活保護受給者に対し、職業訓練・住宅・就労自立に関する支援員を配置し、県福

祉事務所のケースワーカーと連携して自立を支援する。 

また、平成２７年４月１日施行の生活困窮者自立支援法に基づき生活に困窮

し、生活保護となるおそれのある生活困窮者の自立を支援する。 

  併せて、貧困の連鎖を防止するため、高校進学や高校中退防止を目的とした

 学習支援を実施する。 

 

２ 予 算 額     ３１６，１１９千円 

 

３ 事業概要 

（１）生活保護受給者チャレンジ支援事業 

  ア 職業訓練支援員事業                ６，５０２千円 

     直ちに就労できない生活保護受給者を、本人の職歴や適性に応じて職業訓練の 
    受講に結びつけ、就職に必要となる技能の習得を支援し、就労機会を拡大する。 
 

  イ 住宅ソーシャルワーカー事業          １０，６１９千円 

  住宅ソーシャルワーカーが、無料低額宿泊所に入所している生活保護受 

 給者の年齢や生活能力等を踏まえて民間アパートや社会福祉施設に入居さ 

 せ、安定した地域生活が送れるよう支援する。 

 

  ウ 被保護者就労・自立支援事業           ５４，８０４千円 

    就労・自立支援専門員が就労相談や求人情報の提供等、就労支援を実施 

   するとともに、在宅医療、在宅介護等、地域生活における自立を支援する。 

  

  ＜変更点＞ 

  ・実施主体：ア職業訓練支援とイ住宅支援については、平成２６年度までは、

       県が全県の生活保護受給者（さいたま市を除く）を対象に行っ 

             てきたが、平成２７年度からは町村部を対象に事業を実施する。 

             市部の生活保護受給者の自立支援は市が実施する。 
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（２）生活困窮者自立支援事業 

  ア 自立相談支援事業等（新規）          １３７，４３７千円 

    町村部の生活困窮者の自立を支援するため、以下の事業を実施する。 

   （ア）自立相談支援事業：生活困窮者が抱える課題に応じた総合相談、自 

               立支援プランの作成、関係機関との連絡調整等 

               を行う。 

   （イ）住居確保給付金 ：離職により住居を失った方に家賃費用を支給す 

                           る。 

   （ウ）就労準備支援事業：直ちに就労できない生活困窮者に対し、職業訓

                        練や就労体験の機会を提供して就労を目指す。 

   （エ）家計相談支援事業：家計収支を改善させ生活再建を支援する。 

   （オ）一時生活支援事業：住居のない生活困窮者に一時的に衣食住を提供 

                           する。 

 

  イ 学習支援事業（一部新規）        １０６，７５７千円 

  貧困の連鎖を断つために、生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の中学 

 生・高校生を対象に以下の支援を実施する。 

 （ア）学習教室を設置して学習支援を行い、高校進学・高校中退防止を支 

    援する。 

 

（イ）学習支援員が家庭訪問し、子供の学習に係る相談支援を行う。 

 

＜変更点＞ 

  ・実施主体：平成２６年度までは、県が全県の生活保護受給世帯の中学生・

       高校生（さいたま市を除く）を対象に行ってきたが、平成２７ 

        年度からは町村部を対象に事業を実施する。市部の学習支援事 

        業は市が実施する。 

 

・対象者：学習支援の対象を生活保護受給世帯だけでなく生活困窮世帯の 

     中学生・高校生まで拡大する。 
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生活保護受給高齢者自立支援事業  

 
担当 社会福祉課 保護担当  

 内線 ３２７３       

 
１ 目  的 

【生活保護受給高齢者の自立支援】 

  生活保護受給高齢者の地域活動等への参加や、健康診査の受診を促進することによ 

 り生活習慣病を改善し、要介護状態になることを予防する。 
 
２ 予 算 額    ５３，２２９千円 

    
３ 事業概要 

（１）対象者 

   高血圧症などの生活習慣病がある生活保護受給高齢者 

 

（２）支援内容 

   ケースワーカーや民生委員等の協力を得ながら、県が委託した社会福祉 

  士等の専門家が、月１回５か月間、生活保護受給高齢者宅を訪問し、地域 

  活動等への参加や、健康診査の受診等を促進する。 

   これにより、生活習慣病を改善し、要介護状態になることを予防する。 
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埼玉県子育て応援行動計画の推進  

 
        担当 少子政策 課   総務・子育てムーブメント担当 内線 ３３２０ 

                  子 育 て 環 境 整 備 担 当  内線 ３３２２ 

                                   新 制 度 推 進 担 当   内線 ３３４９  

                          保育運営・幼保連携担 当  内線 ３３３０ 

                                   保 育 施 設 担 当   内線 ３３２８  

                    こども安全課  総 務 ・ 児 童 相 談 担 当 内線 ３３３５  

                                   養 護 担 当   内線 ３３３１  

                                 児童・権利擁護担当  ０４８－８３４－８７５５  

 
１ 目  的 

   【誰もが子どもを生み育てることに喜びを感じられる社会づくり】 

 「すべての子供の最善の利益」を目指して「子育ち」「親育ち」を支援するとともに、

地域全体での子育て支援を通じて、誰もが子供を生み育てることに喜びを感じられる社

会づくりを進めるため、少子化対策の推進と子育て支援の充実を図る。 

 

 

２ 予算総額    １５，９３９，３５９千円 

        

 

３ 事業概要 

（１）少子化対策の推進 

  ア ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポート事業（新規）         ５，９５６千円 

    民間事業者や市町村等と連携して結婚を希望する未婚者に出会いの機会を提供す

る。 

 

  イ 少子化対策推進事業                  １００，０００千円 

    市町村が実施する地域の実情に応じた先駆的な少子化対策事業に対して助成を行

う。   

 

（２）「子供の育ち」と「子育て」の支援 

  ア 保育所の待機児童の解消 

  （ア）保育所の整備促進                ５，５３１，８７４千円 

     増加する保育需要に対応するため、認可保育所の整備を促進する。 

 

（イ）保育サービス施設の整備等促進（一部新規）      ９４６，８０１千円 

 認可外保育所の認可化移行や小規模保育の整備など多様な保育需要への対応

を図る。 

 

  （ウ）幼稚園における保育の促進              １，８００，７６３千円 

     保育と教育の機能を併せ持つ認定こども園の整備や、幼稚園の預かり保育の充

実を支援し、保育を必要とする家庭が幼稚園を利用しやすい環境を整える。 
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  イ 多様な保育サービスの充実 

  （ア）延長保育                    １，２１０，６０７千円  

     民間保育所において、１１時間の開所時間を超えて実施する延長保育に対して、

必要な経費を補助する。 

 

  （イ）一時預かり事業                   ３１２，７１７千円  

     家庭において、一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児を一時的に預

かり、必要な保護を行う一時預かり事業に対して、必要な経費を補助する。 

 

  （ウ）病児・病後児保育                  １４４，０１１千円  

     病気や病気回復期にあり集団保育が困難な児童を、保護者が仕事の都合で休め

ない時に一時的に預かる病児・病後児保育に対して、必要な経費を補助するとと

もに、医療機関等が設置する病児保育室に対して助成する。 

 

  （エ）安心・元気！保育サービス支援          １，０５９，４２０千円  

     特に手厚い支援が必要な一歳児保育を担当する保育士の加配や０歳児の年度途

中入所に対応するための保育士配置を支援し、子供が安心・元気に過ごせる保育

環境を整備する。 

 

  ウ 保育の人材確保等（一部新規）             １１２，８９９千円 

       潜在保育士の再就職に向けた支援を行うとともに「保育士・保育所支援センター」

を運営し、潜在保育士の就職相談や就職あっせん等を行う。また、保育士試験合格

者及び保育士養成校の学生に対する県内保育所への就職を促進し、保育士の人材確

保対策を推進する。 

 

  エ 放課後児童クラブの充実              ３，０７５，９０７千円 

    共働き等で、昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、遊びや

生活指導等を行う「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、

放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

  オ 地域の子育て環境支援                 ９８７，００５千円 

    子育て中の親子が交流を深め、不安や悩みを相談したり、孤立を解消できる子育

て支援センター及び預けたい人と預かることができる人をつなぐ地域の相互援助組

織であるファミリー・サポート・センターの運営に必要な経費を補助する。 

 

  カ 保育所・幼稚園の親支援事業の推進             ４，５６０千円 

    保育所・幼稚園で保護者の保育参加を促進し、親の養育力向上を図る。 

 

（３）子育てムーブメントの醸成 

  ア パパ・ママ応援ショップ事業の推進            ４３，９４６千円  

    子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業や乳幼児連れの 

   外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業をさらに充実させ、「子育てムーブメント」 

   の社会全体への浸透を図る。 
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（４）児童虐待防止・児童養護対策の充実 

  ア 子供を虐待から守る地域づくり 

  （ア）児童虐待防止対策の充実               １８６，２６３千円 

 児童虐待の芽を早期に摘むため、専門的な研修の実施により、市町村の体制を

強化する。また、一時保護所教育職員の配置など児童相談所の機能を強化し、児

童虐待通告への適切な対応を行う。 

 

（イ）県・市町村における相談・支援体制の充実         ８０，９７５千円 

児童虐待通告に 24時間対応できる体制や子供に関わる様々な相談に適切に対応

していく体制を整備する。また、市町村が担う「要保護児童対策地域協議会」の

運営や児童相談機能について積極的な支援、援助を行い、強化を図る。 

  

  イ 社会的養護の充実 

  （ア）里親委託の推進（一部新規）             １４８，４８５千円 

     里親委託等推進員の配置や里親制度の普及・啓発により、里親委託を推進する。 

 

  （イ）児童福祉施設入所児童のケアの充実          １７３，１０９千円 

     施設において個々の児童に応じたきめ細かいケアが可能となるよう職員の増員

や雇用の継続を支援し、ケア体制の充実を図る。また、職員による不適切な処遇

や児童間の暴力等を防止するため、人権意識を高める取組を支援する。 

 

  （ウ）児童養護施設退所児童へのアフターケア（一部新規）   １４，０６１千円 

     児童養護施設退所児童を対象として、就労、住宅、生活相談の各支援を組み合

わせた総合的な自立支援を実施する。また、進学のチャンスを広げるため、大学

等への進学者に低額で住宅を提供するとともに、修学の継続と自立を支援するた

めの生活相談を実施する。 
 

※ 平成２６年度２月補正予算対応     

 （１）多子世帯保育料軽減事業               ２２１，４２１千円 

    多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降の 

   児童（満３歳未満）の保育料を助成する。 

             

 （２）少子化対策に関する県民意識調査事業         ２０，０００千円 

    本県の実情に応じた効果的な少子化対策施策の企画立案に役立てるため、少子化 
   対策、結婚及び子育て等に関する県民意識調査を実施する。 
 
 （３）訪問型子育て支援ボランティア普及促進事業       ６，０００千円 

    孤立しがちな子育て家庭を地域が支え、児童虐待の予防や子育て家庭の不安感・ 
   負担感の軽減を図るため、未就学児がいる家庭をボランティアが訪問する家庭訪問 
   型子育て支援の取組の立ち上げを支援する。 
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埼玉県高齢者支援計画の推進  

           

担当 高齢介護課 総務・高齢企画担当   内線 ３２４５ 

施設・事業者指導担当  内線 ３２４７ 

施設整備担当      内線 ３２６０ 

地域包括ケア担当    内線 ３２５６ 

介護保険担当      内線 ３２６４ 

介護人材担当      内線 ３２３２ 

認知症・虐待防止担当  内線 ３２５１ 

              社会福祉課 施設指導・福祉人材担当 内線 ３２７６ 

障害者福祉推進課 社会参加推進担当 内線 ３３０９ 

１ 目  的  
  【高齢者支援計画に基づく介護サービス基盤の整備等】 

  介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とができる体制（地域包括ケアシステム）の構築に努める。 

  「埼玉県高齢者支援計画」に基づき、在宅介護サービスの充実や特別養護

老人ホーム等の施設整備などを推進する。 

 

２ 予算総額   ６８，６４５，００２千円  
        

３ 事業概要  
（１）高齢者の健康・いきがいづくり  
  ア 高齢者社会活動推進事業費           ８４，５６６千円 

    彩の国いきがい大学の運営等により、地域活動のリーダー養成、活動

情報や活動の場の提供など、高齢者の社会活動を支援する。  
 
  イ 老人クラブ活動助成費             ４８，９４４千円  
    老人クラブ等が実施するボランティア活動、教養活動、健康増進活動

等の経費を補助する。  
 

  ウ 高齢者いきいきライフ推進事業費         ７，９８６千円  
    彩の国プラチナフェスティバル等の事業を通して、高齢者のいきがい

の高揚を図るとともに、健康づくりを促進する。  
 

  エ コバトンお達者倶楽部支援事業          ９，１５６千円  
    高齢者の「閉じこもり」を防止するためのきっかけづくりとして、高

齢者が気軽に目標を持って外出し、健康づくりに取り組むことができる

仕組みを官民が一体となって実施する。 
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（２）地域包括ケアシステムの構築  
  ア 地域包括ケアシステム構築促進事業（新規）    ７，４７８千円 

    新たに市町村事業に義務付けられた生活支援サービスや医療と介護が

   連携したサービス提供体制づくり、専門家を活用した認知症施策の３つ

   の取組が、平成３０年４月までに確実に実施されるよう支援する。 

 

  イ 埼玉県地域包括ケアシステム支援人材バンク事業  １，０２０千円  
    市町村及び地域包括支援センターにおいて効果的な地域ケア会議が実

施できるよう、県の人材バンクに登録した弁護士や精神保健福祉士など

の専門職の地域ケア会議への派遣と会議を運営する人材の養成研修を行

う。 

 

  ウ 市町村地域支援事業促進事業費          ４，８６２千円  
    市町村での効果的な高齢者支援のため、市町村職員や地域包括支援セ

ンター職員に対する研修の実施や住民主体による介護予防事業実施のた

めの市町村へのアドバイザー派遣を行う。 

 

  エ 地域リハビリテーション支援体制整備事業     ４，０８２千円 

    県内５か所に設けた地域リハビリテーション・ケアサポートセンターを活用し、

市町村の地域包括支援センターや障害者相談支援センターにおけるリハビリテー

ションの相談活動等を支援する。 

 

  オ 認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費    ４，４７０千円 

    認知症になっても地域で安心して暮らせる社会をつくるため、認知症

サポーターの養成やかかりつけ医等への認知症対応力向上研修の実施、

成年後見制度の充実等を図る。 

   
  カ 高齢者虐待対策事業費              ３，８９２千円  
    高齢者虐待に対応するため、市町村職員等を「高齢者虐待対応専門員」

として養成するとともに、介護施設従事者向けの虐待防止研修等を行う。 

 
（３）介護保険施設等の整備  
  ア 特別養護老人ホーム等整備促進事業費   ３，１３６，６６０千円  
    特別養護老人ホームの創設・増床整備等を促進するため、整備を行う

社会福祉法人に対し整備費の一部を補助する。  
 

イ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費    ２，２８２，５４２千円  
  地域密着型特別養護老人ホームなどの小規模施設等の整備に要する工

事費用に対する補助を行う。 
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ウ 施設開設準備経費等支援事業費      ２，７４９，２７９千円  
  特別養護老人ホーム等介護施設の円滑な開設のため、施設の開設準備

に要する経費に対する補助を行う。  
 
  エ 民間社会福祉施設整備促進事業費        ２３，３６６千円  
    社会福祉施設の建設に際し社会福祉法人等に整備資金の貸付けを行う

とともに、その償還金及び利子を補助する。 

 

（４）介護人材の確保・定着  
ア 介護人材確保・定着促進事業費（一部新規）  １９８，２２４千円  

     介護人材の確保・定着を図るため、介護事業所への就労支援や潜在介護職員の 

    復職支援、介護福祉士養成施設在学者への修学資金の貸付け、介護職員の資格取 

    得及び休暇取得の支援を行うとともに介護の魅力ＰＲを行う。 

    ※平成２６年度２月補正予算対応 

     介護職員の雇用促進                                  ２６１，５００千円 

       介護の資格がない者を４か月雇用し、介護職員初任者資格を取得させた事業者 

       に雇用に係る経費等を補助する。 

 

イ ユニットケアフォローアップ研修等事業費     １，０４０千円 

    介護保険施設の入所者の自立的な日常生活に資するため、職員に対し

てユニットケアや口腔ケアに関する研修等を実施する。 

 

（５）介護保険の円滑な制度運営  
ア 市町村介護保険財政支援事業費(一部新規) 

                     ６０，０７７，４３５千円 

    市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の所定割合を負

担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、基金を管理し、資

金の交付・貸付事業を行う。また、６５歳以上の低所得者の保険料負担

の軽減を行う。 
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埼玉県障害者支援計画の推進 
 

担当   障害者福祉推進課   自 立 支 援 医 療 担 当   内線 ３２９５ 
社 会 参 加 推 進 担 当   内線 ３３１１ 
障害者芸術・文化担当   内線 ３３１２ 

障害者計画・団体担当   内線 ３２９４ 
障 害 者 支 援 課   総務・市町村支援担当   内線 ３３１９ 

地 域 生 活 支 援 担 当   内線 ３３１７ 

就 労 支 援 担 当   内線 ３５５６ 
施設整備・法人指導担当   内線 ３３１３ 
施 設 支 援 担 当   内線 ３３１４ 

社 会 福 祉 課   施設指導・福祉人材担当   内線 ３２７６ 

福 祉 政 策 課   発 達 障 害 対 策 担 当   内線 ３５６７ 
 

１ 目 的 
  【「共生社会」の実現を目指した障害者施策の推進】 
  障害のある人が社会の構成員として障害のない人と分け隔てられることなく

生活できる社会＝「共生社会」の実現を目標とする「埼玉県障害者支援計画（計

画期間：平成２７年度～平成２９年度）」に基づき、障害者施策の推進を図る。 
 
２ 予 算 額     ２５，４９７，００２千円 
 
３ 事業概要 

（１）障害者への理解促進と差別解消 

  ア 障害のある人もない人も共に生きる社会づくりの推進（新規） 

                              ２，５６６千円 

    平成２８年４月の障害者差別解消法施行を前に、障害者差別の解消を促進 

   するため、啓発資料の作成及び市町村や事業者向けの研修等を行う。 

 
  イ 障害者虐待対策事業                 ２，９５８千円 

    障害者虐待防止法に基づき、障害者支援施設の従事者や管理者、市町村職

員等の専門性強化を図るための研修を実施するとともに、障害者権利擁護セ

ンターの通報窓口の強化を図る。 

 

（２）障害者の地域生活の充実・社会参加の支援                                  
  ア ホームヘルプサービス事業          ２，８４６，５０６千円 
    障害児（者）の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事援助等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 
 
 



一部新規 

- 29 - 

  イ 心身障害児通園訓練事業           ２，０８８，２７４千円 
     在宅の障害児が通園して、日常生活の基本動作、集団生活への適応促進の

ための指導・訓練を受ける事業を実施する市町村に対して、その経費の一部

を負担する。 
 
  ウ 障害児（者）短期入所事業            ３９８，８２６千円 
    障害児（者）のいる家庭において、介護者の病気等で介護が困難になった

場合に、障害児（者）を一時的に施設等に入所させ、介護等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 
  

  エ 在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業（新規） 

                             ５６，２６２千円 

    医療的ケアを必要とする超重症心身障害児を在宅で介護する家族の精神的 

   ・身体的負担の軽減を図るため、対象児をショートステイ及びデイサービス 

   で受け入れた施設等を支援する。 

 

   オ 障害者施設等自立支援給付費        １４，６４０，４５１千円 

        障害者が施設等において障害福祉サービスを受けた時に、自立支援給付費 

   を支出する市町村に対して、その費用の一部を負担する。 

 

  カ 地域活動支援センター助成事業          ２１０，０４４千円 
    法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）か

ら移行した地域活動支援センターが、移行前と同等のサービス提供を確保す

るため、運営費助成を行う市町村に対し、助成に要する経費の一部を補助す

る。 
 
  キ 市町村地域生活支援事業           １，１４２，８８０千円 
    相談支援、意思疎通支援等の多様な事業を総合的に実施する市町村に対し

補助する。 
 

  ク 障害者地域移行ステップアップ事業          １，３４８千円 
    精神科病院やグループホームなどを出て自立した生活を始めた障害者に、

日常生活上の助言や、社会参加に向けた支援を行う。 

 
  ケ 精神障害者地域移行支援事業            １１，４７３千円 

精神科病院に入院している精神障害者のうち、受け入れ条件が整えば退院

可能である者に対し、早期に退院して地域で自立した生活ができるよう、精神

科入院経験者などのピアサポーターの協力を得て、入院患者の退院意欲の向上

を図り、病院から地域への移行を促進する。 
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コ グループホーム等整備促進事業          １９１，２８３千円 
    社会福祉法人等が設置するグループホーム等の整備費の一部を補助する。                    

 
  サ グループホーム等事業助成費         １，６７３，０５５千円 

    障害者に対し、グループホーム等のサービスを提供する市町村に運営費等

を補助（負担）する。 
 
  シ 障害児（者）福祉施設等施設整備         ９５３，６４０千円 
    社会福祉法人等が設置する障害者施設の整備費の一部を補助する。 
 
  ス 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助        ９，９７７千円 

    障害者福祉施設の整備に際し、独立行政法人福祉医療機構から建築資金、 

   設備資金等を借り入れた社会福祉法人及び公益法人に対して、その利子の一 

   部を補助する。 

 

  セ 民間社会福祉施設整備促進事業費          ４１２，３２５千円 

    障害者福祉施設の建設に際し、社会福祉法人等に整備費の一部を補助する。 

   また、平成２０年度以前に貸付けた整備資金に対しては、償還金及び利子を 

   補助する。 

 

  ソ 発達障害児・者への支援（一部新規）       ４８４，７８２千円 
    発達障害の早期発見・早期支援を充実させるため、人材の育成、親への支

援、診療・療育体制の強化、支援推進拠点の整備・運営に取り組む。 
 

  タ 身体障害者補助犬育成事業             １５，３９２千円 
身体障害者の社会参加に資するため、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬

及び聴導犬）の育成及び給付を行う。 
 
  チ 障害者芸術・文化活動の推進             ９，９８８千円 
    埼玉県障害者アートフェスティバルを開催し、障害者が取り組む文化・芸

術活動を広く紹介する。 

 

  ツ ２０２０東京パラリンピックに向けた選手育成の強化（新規） 

                              ７，０００千円 

    ２０２０年に開催される東京パラリンピックにおいて、世界に大きくはば 

   たく選手を本県から輩出できるよう、才能ある若手選手の育成を重点的に実 

   施する。 

 

（３）障害者の就労支援 
  ア 障害者就労定着支援事業               １，１９２千円 
    施設から退所し、一般就労した障害者の職場への定着を図るため、障害者

が利用していた施設の職員が定着に必要な支援を行う。 
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  イ 障害者就業・生活支援センター事業         ６８，３２０千円 
    雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業に伴う生

活上の支援を行う。 
 
  ウ 障害者就労施設支援事業              １１，４７０千円 

障害者が働くことを実感し、地域で経済的に自立した生活を送るため障害

者就労施設を支援し、障害者の工賃向上を図る。 

 
  エ 障害者就労施設現場カイゼン事業（新規）       ５，９７５千円 

工賃向上モデル事業で成果のあった取組を障害者就労施設に広めること

により、障害者の工賃向上を図る。 
 
  オ 障害者農業参入チャレンジ事業           ２８，９４４千円 
    障害者就労施設に対し、技術指導、販売先の確保を行い、農産物の継続・

安定した売上を実現し、障害者の工賃向上を図る。 
 
  カ 発達障害者就労支援センター事業            ８７，７４６千円 
        発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、作業体

験を通じた職業能力の評価、社会性の向上を図る訓練、企業とのマッチング、

職場での定着までをワンストップで支援する。 

 
（４）障害者への災害対策支援 
  ア 災害派遣精神医療チーム（DPAT）体制整備事業     ２，７００千円 

        大規模災害等が発生した場合に、精神科医療及び精神保健活動の支援を行

う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を被災地域に派遣するための体制を

整備する。 

 

  イ グループホーム等スプリンクラー整備事業     １３１，６２５千円 

    既存のグループホーム等が、新たにスプリンクラーを設置する場合に、そ

の費用の一部を助成する。 
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